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各職場では「労使間の取り扱いに関する協約」第６３条に謳われてい

る「組合活動に必要な宣伝、報道、告知が行える箇所」への組合掲示板  

設置の許可を求めてきました。しかし、一部職場では「会社が指定した
場所以外の設置は認めない」と現場長が回答し、組合側も対案を示すな

ど議論を重ねてきましたが、未だに組合掲示板が設置されていません。 

各職場では総対話行動や職場集会を開催し、この間の経緯と労使間 
協約を遵守させる重要性を全組合員で認識一致させてきました。 

会社による「不利益扱いの不当労働行為」を許さず、正当な組合活動

が行えるよう立川車掌区分会と東所沢電車区分会から八王子地方本部
に対して「要請書」が手渡されました。「要請書」を受け、支社に対して 

緊急の団体交渉を開催するよう求めていきます。 


